
2026 年 5 月 

一般社団法人日本鉄鋼協会 

 役員、委員、講師等 各位 

一般社団法人日本鉄鋼協会 

業務執行理事・専務理事 小澤純夫 

 

全日本空輸株式会社「ＡＮＡＶａｌｕｅ」制度廃止に伴う 

（航空賃）実費払い：領収書ご提出のお願い 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

本会の事業に関しましては、日頃からご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。  

さて、本会からお支払いする航空賃は、本会旅費規程に則り「ＡＮＡＶａｌｕｅ3」を基準額としておりまし

たが、2026 年 5 月 18 日搭乗分をもちまして「ＡＮＡＶａｌｕｅ」制度が廃止されることとなりました。 

つきましては、5 月 19 日以降の航空賃のお支払いについて、他学協会等の対応を踏まえ、また公認

会計士にも相談し、下記の運用へ変更させていただきます。皆様にはお手数をお掛けすることになりま

すが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

1）支 払 方 法 ： 会議等開催日決定次第、速やかな事前手配を原則とした、航空会社発行領収

書（割引運賃）に基づく実費払い 

2）適用開始年月日 ： 2026年 5 月 19 日以降の搭乗分より 

3）支払対象運賃 ： 予約時点の最安運賃を基準とし、ANA「スタンダード」や JAL「セイバー」の金額

を上限とした実費（「フレックス」や「航空会社発行クレジットカード会員優待割

引運賃」は原則不可） 

【お願い】 節約予算下での協会事業活動資金確保のため、早期購入による最安運賃（ANA「セール・シンプル

（搭乗日 45 日前購入）」、JAL「スペシャルセイバー」等）への協力をお願い申し上げます。 

4）領収書について ： 別紙参照 

5）事務局への提出 ： 航空券購入後、速やかに（紙、PDF どちらでも可） 

6）旅費の支払日 ： 会議等開催後毎月 15 日締め、25 日払い 

             （注）領収書のご提出をもって、旅費をお支払いします。 

7）そ の 他 ： 

・領収書に「旅程」や「運賃種別」の記載が無い場合、それらの記載がある書類もご提出ください。 

・予約変更等によりキャンセル料が発生した場合は、領収書のご提出によりお支払いします。 

・鉄道賃等（飛行機利用区間以外）は本会にて算出しますので、領収書はご提出不要です。 

・往路または復路どちらかが下記に該当する場合は、航空券ご購入前に事務局へご相談ください。 

①勤務地以外から本会業務地（またはその逆）へ移動する場合 

②往路：新幹線、復路：飛行機（またはその逆）での移動をご希望の場合 

③割引運賃（ANA「スタンダード」や JAL「セイバー」）が利用できない場合 

   ・航空券購入時の実負担額でのお支払いとするため、マイレージ利用の場合は支給対象外です。 

 日本鉄鋼協会「委員等旅費規程」 

（第 4条）旅費は、原則として勤務地から最も経済的な通常の経路および方法を利用したものとして計算する。 

（第 7条 2 項）航空賃は、本州圏内新幹線走行区間を除く地域を対象とし、事前手配を原則として割引運賃を支給する。 

 

【本件お問い合わせ先】 

（一社）日本鉄鋼協会 経理グループ 

E-mail :finance@isij.or.jp                                            以上 
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別  紙 

 

１．ＪＡＬをご利用の場合 

 

 

 

領収書に「旅程」、「運賃種別」の記載あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人日本鉄鋼協会 

宛名を「一般社団法人日本鉄鋼協会」にしてください。 

見  本 



２．ＡＮＡをご利用の場合 

①領収書と明細書（領収書発行時に明細書も発行されます）、②ｅチケットお客様控 を提出 

 

 

一般社団法人日本鉄鋼協会 

宛名を「一般社団法人日本鉄鋼協会」にしてください。 

「明細書」には、 

「運賃種別」の記載が 

ありません。 

見  本 

見  本 



 

 

よ く あ る ご 質 問 

 

Ｑ１．各人の自宅から空港までに必要な旅費、空港から目的地までの旅費も支給されますか。 

Ａ１．鉄道賃等の航空賃以外の旅費の計上については、変更ありません。 

従来同様、「勤務地から出発空港、到着空港から目的地まで」の鉄道賃を支給します。 

なお、「ご自宅」とありますが、本会旅費規程で「原則として勤務地から最も経済的な通常の経路およ

び方法を利用したものとして計算する」としております。 

 

Ｑ２．別件を兼ねて出張する場合もあります。行きと帰りの日時が数日ずれることに問題ないですか。 

  Ａ２． 旅費は本会の会議等に限られる範囲で支給され、私用および付加用務（別件）に係る旅費は

支給されません。そのため、行きと帰りの日時が数日ずれることはないと考えます。 

【例：往路が別件の場合の支給区間】 

 往路：別件の目的地～鉄鋼協会（東京）、復路：鉄鋼協会（東京）～勤務地まで 

     ＜注＞東京で別件がある場合は、往復とも「羽田空港－最寄り空港」間の領収書となりますが、

往路または復路どちらかのみ、本会から支給します。 

 

Ｑ３．都合で新幹線を利用する場合は、新幹線代での支給が可能ですか。 

  Ａ３．本会旅費規程で、「航空賃は、本州圏内新幹線走行区間を除く地域を対象とし、事前手配を原

則として割引運賃を支給する」としております。飛行機利用区間を新幹線利用とする場合は、事前

に事務局へご相談ください。また、上記Ｑ２．の通り、私用および付加用務（別件）に係る旅費は支

給されません。 

【例：往路が別件の場合の支給区間】 

往路：別件の目的地～鉄鋼協会（東京）、復路：鉄鋼協会（東京）～勤務地まで 

＜注＞①「往路：飛行機、復路：新幹線」等、異なる移動手段になる場合は、本会旅費規程に

基づいて算出した金額と比較し、少ない金額での支給となります。 

②新幹線の指定席料金は支給可能です。グリーン席料金は支給対象外です。 

 

Ｑ４．マイレージ利用の場合は支給対象外とありますが、ANASKY コインを利用の場合はどうですか。 

  Ａ４．ANASKY コインはマイレージを使用した支払手段です。マイレージ利用と同様に支給対象外と

します。航空賃の一部に ANASKY コインを利用した場合は、実負担額を確認させていただきま

す。e JAL ポイントを利用した場合も同様です。 

以上 

「運賃種別」の 

記載がある資料を 

同時にご提出ください。 

見  本 




